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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県県税条例等の一部改正（栃木県条例第31号） 

１ 法人県民税に係る法人税割の税率の特例措置（超過課税）について、適用期間を５年間延長すること等の

ため、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

１ 企業職員が部分休業の承認を受けた場合における給与の取扱いに関し必要な事項を定めるため、所要の改

正をすることとしました。 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 



（2） 号外第46号令和７（2025）年10月15日　水曜日 栃 木 県 公 報
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次
に
掲
げ
る
条
例
を
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に
公
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す
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。
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栃
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県
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一
部
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改

正
す

る
条

例
 

 
 

（
栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
１

条
 
栃

木
県

県
税

条
例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 

 
後
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正

 
 

 
前

 

 
（

県
民
税

の
納

税
義

務
者

）
 

第
1
9
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

公
益

法
人

等
（

法
人

税
法

第
２

条
第

６
号

の
公

益
法

人
等

並
び

に
防

災
街

区
整

備

事
業

組
合

、
管

理
組

合
法

人
及

び
団

地
管

理
組

合
法

人
、

マ
ン

シ
ョ

ン
再

生
組

合
、

マ
ン

シ
ョ

ン
等

売
却

組
合

、
マ

ン
シ

ョ
ン

除
却

組
合

及
び

敷
地

分
割

組
合

、
地

方
自

治
法

第
2
6
0
条

の
２

第
７

項
（

地
縁

に
よ

る
団

体
）

に
規

定
す

る
認

可
地

縁
団

体
、

政
党

交
付

金
の

交
付

を
受

け
る

政
党

等
に

対
す

る
法

人
格

の
付

与
に

関
す

る
法

律

（
平

成
６

年
法

律
第

1
0
6
号

）
第

７
条

の
２

第
１

項
（

変
更

の
登

記
）

に
規

定
す

る

法
人

で
あ

る
政

党
等

並
び

に
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
（

平
成

1
0
年

法
律

第
７

号
）

第
２

条
第

２
項

（
定

義
）

に
規

定
す

る
特

定
非

営
利

活
動

法
人

を
い

う
。

）
の

う
ち

法
第
2
5
条

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

者
以

外
の

も
の

及
び

次
項

の
規

定
に

よ
り

法
人

と
み

な
さ

れ
る

も
の

に
対

す
る

法
人

税
割

（
法

人
税

法
第

7
4
条

第
１

項
（

確
定

申

告
）

の
申

告
書

に
係

る
法

人
税

額
を

課
税

標
準

と
す

る
法

人
税

割
に

限
る

。
）

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
こ

れ
ら

の
者

の
う

ち
県

内
に

収
益

事
業

又
は

法
人

課
税

信
託
の

信
託

事
務

を
行

う
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
も

の
に

課
す

る
。
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と
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金

の
範

囲
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２
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６
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及
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敷
地

分
割

組
合

、
地
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自

治
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2
6
0
条

の
２

第
７

項
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地
縁
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団
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可
地

縁
団

体
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党

交
付

金
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付
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け
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６
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に
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で
あ
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党
等

並
び

に
特
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進
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（

平
成

1
0
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法
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７

号
）
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（
定

義
）

に
規

定
す
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特

定
非

営
利

活
動

法
人

を
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う
。
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う
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法
第

2
5
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１

項
第

２
号

に
掲

げ
る
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以

外
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も
の
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定
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よ
り
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み
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れ
る

も
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す
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法
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割
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7
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（

確
定
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告
）

の
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告
書

に
係

る
法

人
税

額
を

課
税

標
準

と
す

る
法

人
税

割
に

限
る

。
）

は
、

第
１

項
の

規
定

に
か

か
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ら
ず

、
こ
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ら

の
者

の
う

ち
県

内
に
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事
業

又
は

法
人

課
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信
託

の
信
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附

金
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に
掲

げ
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寄
附
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す
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。
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7
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項
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、
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託
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関

す
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法
律
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律
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3
0
号

）
第
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（
公
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信

託
の
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力

）
又

は
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則

第
４

条
第

１
項

（
旧

公
益

信
託

の
新

法
の

規
定

に
よ

る
公

益
信

託
へ

の
移

行
）

の

規
定

に
よ

り
知

事
の

認
可

を
受

け
た

公
益

信
託

の
信

託
財

産
と

す
る

た
め

に
支

出

し
た

当
該

公
益

信
託

に
係

る
信

託
事

務
に

関
連

す
る

も
の
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（

県
民
税

の
法

人
税

割
の

税
率

の
特

例
）

 

第
2
1
条

 
平

成
８

年
５

月
１

日
か

ら
令

和
1
3
年

４
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
終

了
す

る
各

事

業
年

度
分

の
法

人
税

割
の

税
率

は
、

第
3
1
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

1
0
0
分

の
1
.
8

と
す

る
。

 

  
（

狩
猟
税

の
税

率
の

特
例

）
 

第
3
0
条

 
平

成
2
7
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

1
1
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
受

け
る

狩
猟

者

の
登

録
で

あ
っ

て
、

当
該

狩
猟

者
の

登
録

を
受

け
る

者
が

鳥
獣

の
保

護
及

び
管

理
並

び
に

狩
猟

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
鳥

獣
保

護
管

理

法
」

と
い

う
。

）
第

5
6
条

（
狩

猟
者

登
録

の
申

請
）

に
規

定
す

る
申

請
書

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
狩

猟
者

登
録

の
申

請
書

」
と

い
う

。
）

を
提

出
す

る
日

前
１

年
以

内
の

期
間

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
特

定
捕

獲
等

期
間

」
と

い
う

。
）

に
県

の
区

域
を

対
象

と
す

る
鳥

獣
保

護
管

理
法

第
９

条
第

１
項

（
鳥

獣
の

捕
獲

等
及

び
鳥

類
の

卵
の

採
取

等
の

許
可

）
（

鳥
獣

に
よ

る
農

林
水

産
業

等
に

係
る

被
害

の
防

止
の

た
め

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
9
年

法
律

第
1
3
4
号

。
次

項
に

お
い

て
「

鳥
獣

被
害

防
止

特
措

法
」

と
い

う
。

）
第

６
条

第
１

項
（

対
象

鳥
獣

の
捕

獲
等

の
許

可
に

係
る

鳥
獣

保
護

管
理

法
の

適
用

の
特

例
等

）
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
る

許
可

を
受

け
、

当
該

許
可

に
係

る
鳥

獣
の

捕
獲

等
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

許
可

捕
獲

等
」

と
い

う
。

）
を

行
っ

た
場

合
に

お
け

る
狩

猟
税

の
税

率
は

、
第

1
6
1
条

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

項
に

規
定

す

る
税

率
に

２
分

の
１

を
乗

じ
た

税
率

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
軽

減
税

率
」

と
い

う
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
軽

減
税

率
が

適
用

さ
れ

る
狩

猟
者

の
登

録
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

軽
減

税
率

適
用

登
録

」
と

い
う

。
）
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。
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れ
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５

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
４
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、
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3
1
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ら
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1
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狩
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条
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2
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４
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か
ら

令
和

1
1
年

３
月

3
1
日
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間

に
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け
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狩
猟

者

の
登

録
で

あ
っ

て
、

当
該

狩
猟

者
の

登
録

を
受

け
る

者
が

鳥
獣

の
保

護
及

び
管

理
並

び
に

狩
猟

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
鳥

獣
保

護
管

理

法
」

と
い

う
。

）
第

5
6
条

（
狩

猟
者

登
録

の
申

請
）

に
規

定
す

る
申

請
書

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
狩

猟
者

登
録

の
申

請
書

」
と

い
う

。
）

を
提

出
す

る
日

前
１

年
以

内
の

期
間

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
特

定
捕

獲
等

期
間

」
と

い
う

。
）

に
県

の
区

域
を

対
象

と
す

る
鳥

獣
保

護
管

理
法

第
９

条
第

１
項

（
鳥

獣
の

捕
獲

等
及

び
鳥

類
の

卵
の

採
取

等
の

許
可

）
（

鳥
獣

に
よ

る
農

林
水

産
業

等
に

係
る

被
害

の
防

止
の

た
め

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
9
年

法
律

第
1
3
4
号

。
次

項
に

お
い

て
「

鳥
獣

被
害

防
止

特
措

法
」

と
い

う
。

）
第

６
条

第
１

項
（

対
象

鳥
獣

の
捕

獲
等

の
許

可
に

係
る

鳥
獣

保
護

管
理

法
の

適
用

の
特

例
等

）
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
る

許
可

を
受

け
、

当
該

許
可

に
係

る
鳥

獣
の

捕
獲

等
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

許
可

捕
獲

等
」

と
い

う
。

）
を

行
っ

た
場

合
に

お
け

る
狩

猟
税

の
税

率
は

、
第

1
6
1
条

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

項
に

規
定

す

る
税

率
に

２
分

の
１

を
乗

じ
た

税
率

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
軽

減
税

率
」

と
い

う
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
軽

減
税

率
が

適
用

さ
れ

る
狩

猟
者

の
登

録
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

軽
減

税
率

適
用

登
録

」
と

い
う

。
）

の
要

件
を

満
た

す
者

が
、

特
定
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第
2
1
条

の
２

 
法

第
3
7
条

の
２

第
１

項
第

３
号

（
寄

附
金

税
額

控
除

）
に

規
定

す
る

条
 

例
で

定
め

る
寄

附
金

は
、

次
に

掲
げ

る
寄

附
金

と
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

 
(
3
)
0
所

得
税

法
第

7
8
条

第
２

項
第

４
号

に
掲

げ
る

寄
附

金
の

う
ち

、
公

益
信

託
に

関

す
る

法
律

（
令

和
６

年
法

律
第

3
0
号

）
第

６
条

（
公

益
信

託
の

効
力

）
又

は
附

則

第
４

条
第

１
項

（
旧

公
益

信
託

の
新

法
の

規
定

に
よ

る
公

益
信

託
へ

の
移

行
）

の

規
定

に
よ

り
知

事
の

認
可

を
受

け
た

公
益

信
託

の
信

託
財

産
と

す
る

た
め

に
支

出

し
た

当
該

公
益

信
託

に
係

る
信

託
事

務
に

関
連

す
る

も
の

 

 
(
4
)
・

(
5
)
 

略
 

  
 

 
附
 

則
 

 
（

県
民
税

の
法

人
税

割
の

税
率

の
特

例
）

 

第
2
1
条

 
平
成

８
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

1
3
年

４
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
終

了
す

る
各

事

業
年

度
分

の
法

人
税

割
の

税
率

は
、

第
3
1
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

1
0
0
分

の
1
.
8

と
す

る
。

 

  
（

狩
猟
税

の
税

率
の

特
例

）
 

第
3
0
条

 
平
成

2
7
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

1
1
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
受

け
る

狩
猟

者

の
登

録
で

あ
っ

て
、

当
該

狩
猟

者
の

登
録

を
受

け
る

者
が

鳥
獣

の
保

護
及

び
管

理
並

び
に

狩
猟

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
鳥

獣
保

護
管

理

法
」

と
い

う
。

）
第

5
6
条

（
狩

猟
者

登
録

の
申

請
）

に
規

定
す

る
申

請
書

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
狩

猟
者

登
録

の
申

請
書

」
と

い
う

。
）

を
提

出
す

る
日

前
１

年
以

内
の

期
間

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
特

定
捕

獲
等

期
間

」
と

い
う

。
）

に
県

の
区

域
を

対
象

と
す

る
鳥

獣
保

護
管

理
法

第
９

条
第

１
項

（
鳥

獣
の

捕
獲

等
及

び
鳥

類
の

卵
の

採
取

等
の

許
可

）
（

鳥
獣

に
よ

る
農

林
水

産
業

等
に

係
る

被
害

の
防

止
の

た
め

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
9
年

法
律

第
1
3
4
号

。
次

項
に

お
い

て
「

鳥
獣

被
害

防
止

特
措

法
」

と
い

う
。

）
第

６
条

第
１

項
（

対
象

鳥
獣

の
捕

獲
等

の
許

可
に

係
る

鳥
獣

保
護

管
理

法
の

適
用

の
特

例
等

）
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
る

許
可

を
受

け
、

当
該

許
可

に
係

る
鳥

獣
の

捕
獲

等
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

許
可

捕
獲

等
」

と
い

う
。

）
を

行
っ

た
場

合
に

お
け

る
狩

猟
税

の
税

率
は

、
第

1
6
1
条

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

項
に

規
定

す

る
税

率
に

２
分

の
１

を
乗

じ
た

税
率

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
軽

減
税

率
」

と
い

う
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
軽

減
税

率
が

適
用

さ
れ

る
狩

猟
者

の
登

録
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

軽
減

税
率

適
用

登
録

」
と

い
う

。
）

の
要

件
を

満
た

す
者

が
、

特
定

第
2
1
条

の
２

 
法

第
3
7
条

の
２

第
１

項
第

３
号

（
寄

附
金

税
額

控
除

）
に

規
定

す
る

条
 

例
で

定
め

る
寄

附
金

は
、

次
に

掲
げ

る
寄

附
金

と
す

る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

 
(
3
)
0
公

益
信

託
（

受
益

の
範

囲
が

県
内

に
限

ら
れ

る
も

の
に

限
る

。
）

の
信

託
財

産

と
す

る
た

め
に

支
出

し
た

金
銭

の
う

ち
、

所
得

税
法

第
7
8
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
特

定
寄

附
金

と
み

な
さ

れ
る

も
の

 

   
(
4
)
・

(
5
)
 

略
 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

県
民

税
の

法
人

税
割
の

税
率

の
特

例
）

 

第
2
1
条

 
平

成
８

年
５

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
４

月
3
0
日

ま
で

の
間

に
終

了
す

る
各

事

業
年

度
分

の
法

人
税

割
の

税
率

は
、

第
3
1
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

1
0
0
分

の
1
.
8

と
す

る
。

 

  
（

狩
猟

税
の

税
率

の
特

例
）

 

第
3
0
条

 
平

成
2
7
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

1
1
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
受

け
る

狩
猟

者

の
登

録
で

あ
っ

て
、

当
該

狩
猟

者
の

登
録

を
受

け
る

者
が

鳥
獣

の
保

護
及

び
管

理
並

び
に

狩
猟

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
鳥

獣
保

護
管

理

法
」

と
い

う
。

）
第

5
6
条

（
狩

猟
者

登
録

の
申

請
）

に
規

定
す

る
申

請
書

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
狩

猟
者

登
録

の
申

請
書

」
と

い
う

。
）

を
提

出
す

る
日

前
１

年
以

内
の

期
間

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
特

定
捕

獲
等

期
間

」
と

い
う

。
）

に
県

の
区

域
を

対
象

と
す

る
鳥

獣
保

護
管

理
法

第
９

条
第

１
項

（
鳥

獣
の

捕
獲

等
及

び
鳥

類
の

卵
の

採
取

等
の

許
可

）
（

鳥
獣

に
よ

る
農

林
水

産
業

等
に

係
る

被
害

の
防

止
の

た
め

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
9
年

法
律

第
1
3
4
号

。
次

項
に

お
い

て
「

鳥
獣

被
害

防
止

特
措

法
」

と
い

う
。

）
第

６
条

第
１

項
（

対
象

鳥
獣

の
捕

獲
等

の
許

可
に

係
る

鳥
獣

保
護

管
理

法
の

適
用

の
特

例
等

）
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
る

許
可

を
受

け
、

当
該

許
可

に
係

る
鳥

獣
の

捕
獲

等
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

許
可

捕
獲

等
」

と
い

う
。

）
を

行
っ

た
場

合
に

お
け

る
狩

猟
税

の
税

率
は

、
第

1
6
1
条

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

項
に

規
定

す

る
税

率
に

２
分

の
１

を
乗

じ
た

税
率

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
軽

減
税

率
」

と
い

う
。

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
軽

減
税

率
が

適
用

さ
れ

る
狩

猟
者

の
登

録
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

軽
減

税
率

適
用

登
録

」
と

い
う

。
）

の
要

件
を

満
た

す
者

が
、

特
定

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

 
第

２
条
 

栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

平
成

1
9
年

栃
木

県
条

例
第

3
7
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

（
栃
木

県
県

税
条

例
及

び
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３

条
 
栃

木
県

県
税

条
例

及
び

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

令
和

６
年

栃
木

県
条

例
第

3
3
号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
次

の
表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す
る

。
 

捕
獲

等
期

間
に

許
可

捕
獲

等
を

行
っ

た
後

、
軽

減
税

率
適

用
登

録
の

対
象

と
な

る
狩

猟
期

間
（

鳥
獣

保
護

管
理

法
第

２
条

第
1
0
項

（
定

義
等

）
に

規
定

す
る

狩
猟

期
間

を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
直

近
の

狩
猟

期
間

に
つ

い
て

狩
猟

者
登

録
の

申
請

書
を

提
出

し
、

既
に

そ
の

狩
猟

者
の

登
録

を
受

け
た

場
合

に
は

、
こ

の
限

り
で

な
い
。

 

２
 

略
 

捕
獲

等
期

間
に

許
可

捕
獲

等
を

行
っ

た
後

、
軽

減
税

率
適

用
登

録
の

対
象

と
な

る
狩

猟
期

間
（

鳥
獣

保
護

管
理

法
第

２
条

第
９

項
（

定
義

等
）

に
規

定
す

る
狩

猟
期

間
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
直

近
の

狩
猟

期
間

に
つ

い
て

狩
猟

者
登

録
の

申
請

書
を

提
出

し
、

既
に

そ
の

狩
猟

者
の

登
録

を
受

け
た

場
合

に
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

 
 

 
附
 

則
 

 
（

信
託
法

の
制

定
に

伴
う

県
民

税
及

び
事

業
税

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

第
５

条
 

新
条

例
第

1
9
条

、
第

3
5
条

、
第

5
4
条

か
ら

第
5
6
条

ま
で

、
第

5
8
条

及
び

第
6
0

条
並

び
に

附
則

第
2
1
条

の
規

定
は

、
信

託
法

の
施

行
の

日
以

後
に

効
力

が
生

ず
る

信

託
（

遺
言

に
よ

っ
て

さ
れ

た
信

託
に

あ
っ

て
は

同
日

以
後

に
遺

言
が

さ
れ

た
も

の
に

限
り

、
信

託
法

の
施

行
に

伴
う

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法

律
第

1
0
9
号

）
第

３
条

第
１

項
、

第
６

条
第

１
項

、
第

1
1
条

第
２

項
、

第
1
5
条

第
２

項
、

第
2
6
条

第
１

項
、

第
3
0
条

第
２

項
又

は
第

5
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
同

法
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

新
法

信
託

と
さ

れ
た

信
託

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
新

法
信

託
」

と
い

う
。

）
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

効
力

が
生

じ
た

信
託

（
遺

言
に

よ
っ

て
さ

れ
た

信
託

に
あ

っ
て

は
同

日
前

に
遺

言
が

さ
れ

た
も

の
を

含
み

、
新

法
信

託
及

び
公

益
信

託
に

関
す

る
法

律
（

令
和

６
年

法
律

第
3
0
号

）
附

則

第
４

条
第

１
項

に
規

定
す

る
移

行
認

可
を

受
け

た
も

の
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前
の

例
に

よ
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
（

信
託

法
の

制
定

に
伴

う
県

民
税

及
び

事
業

税
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

第
５

条
 

新
条

例
第

1
9
条

、
第

3
5
条

、
第

5
4
条

か
ら

第
5
6
条

ま
で

、
第

5
8
条

及
び

第
6
0

条
並

び
に

附
則

第
2
1
条

の
規

定
は

、
信

託
法

の
施

行
の

日
以

後
に

効
力

が
生

ず
る

信

託
（

遺
言

に
よ

っ
て

さ
れ

た
信

託
に

あ
っ

て
は

同
日

以
後

に
遺

言
が

さ
れ

た
も

の
に

限
り

、
信

託
法

の
施

行
に

伴
う

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法

律
第

1
0
9
号

）
第

３
条

第
１

項
、

第
６

条
第

１
項

、
第

1
1
条

第
２

項
、

第
1
5
条

第
２

項
、

第
2
6
条

第
１

項
、

第
3
0
条

第
２

項
又

は
第

5
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
同

法
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

新
法

信
託

と
さ

れ
た

信
託

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
新

法
信

託
」

と
い

う
。

）
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

効
力

が
生

じ
た

信
託

（
遺

言
に

よ
っ

て
さ

れ
た

信
託

に
あ

っ
て

は
同

日
前

に
遺

言
が

さ
れ

た
も

の
を

含
み

、
新

法
信

託
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
除

く
。

）
に

つ
い

て
は

、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前
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（
栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

 
第

２
条
 

栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

平
成

1
9
年

栃
木

県
条

例
第

3
7
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

（
栃
木

県
県

税
条

例
及

び
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
３

条
 
栃

木
県

県
税

条
例

及
び

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

令
和

６
年

栃
木

県
条

例
第

3
3
号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
次

の
表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

捕
獲

等
期

間
に

許
可

捕
獲

等
を

行
っ

た
後

、
軽

減
税

率
適

用
登

録
の

対
象

と
な

る
狩

猟
期

間
（

鳥
獣

保
護

管
理

法
第

２
条

第
1
0
項

（
定

義
等

）
に

規
定

す
る

狩
猟

期
間

を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
直

近
の

狩
猟

期
間

に
つ

い
て

狩
猟

者
登

録
の

申
請

書
を

提
出

し
、

既
に

そ
の

狩
猟

者
の

登
録

を
受

け
た

場
合

に
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

略
 

捕
獲

等
期

間
に

許
可

捕
獲

等
を

行
っ

た
後

、
軽

減
税

率
適

用
登

録
の

対
象

と
な

る
狩

猟
期

間
（

鳥
獣

保
護

管
理

法
第

２
条

第
９

項
（

定
義

等
）

に
規

定
す

る
狩

猟
期

間
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
直

近
の

狩
猟

期
間

に
つ

い
て

狩
猟

者
登

録
の

申
請

書
を

提
出

し
、

既
に

そ
の

狩
猟

者
の

登
録

を
受

け
た

場
合

に
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

 
 

 
附
 

則
 

 
（

信
託
法

の
制

定
に

伴
う

県
民

税
及

び
事

業
税

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

第
５

条
 

新
条

例
第

1
9
条

、
第

3
5
条

、
第

5
4
条

か
ら

第
5
6
条

ま
で

、
第

5
8
条

及
び

第
6
0

条
並

び
に

附
則

第
2
1
条

の
規

定
は

、
信

託
法

の
施

行
の

日
以

後
に

効
力

が
生

ず
る

信

託
（

遺
言

に
よ

っ
て

さ
れ

た
信

託
に

あ
っ

て
は

同
日

以
後

に
遺

言
が

さ
れ

た
も

の
に

限
り

、
信

託
法

の
施

行
に

伴
う

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法

律
第

1
0
9
号

）
第

３
条

第
１

項
、

第
６

条
第

１
項

、
第

1
1
条

第
２

項
、

第
1
5
条

第
２

項
、

第
2
6
条

第
１

項
、

第
3
0
条

第
２

項
又

は
第

5
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
同

法
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

新
法

信
託

と
さ

れ
た

信
託

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
新

法
信

託
」

と
い

う
。

）
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

効
力

が
生

じ
た

信
託

（
遺

言
に

よ
っ

て
さ

れ
た

信
託

に
あ

っ
て

は
同

日
前

に
遺

言
が

さ
れ

た
も

の
を

含
み

、
新

法
信

託
及

び
公

益
信

託
に

関
す

る
法

律
（

令
和

６
年

法
律

第
3
0
号

）
附

則

第
４

条
第

１
項

に
規

定
す

る
移

行
認

可
を

受
け

た
も

の
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前
の

例
に

よ
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

 
（

信
託

法
の

制
定

に
伴

う
県

民
税

及
び

事
業

税
に

関
す

る
経

過
措

置
）

 

第
５

条
 

新
条

例
第

1
9
条

、
第

3
5
条

、
第

5
4
条

か
ら

第
5
6
条

ま
で

、
第

5
8
条

及
び

第
6
0

条
並

び
に

附
則

第
2
1
条

の
規

定
は

、
信

託
法

の
施

行
の

日
以

後
に

効
力

が
生

ず
る

信

託
（

遺
言

に
よ

っ
て

さ
れ

た
信

託
に

あ
っ

て
は

同
日

以
後

に
遺

言
が

さ
れ

た
も

の
に

限
り

、
信

託
法

の
施

行
に

伴
う

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
8
年

法

律
第

1
0
9
号

）
第

３
条

第
１

項
、

第
６

条
第

１
項

、
第

1
1
条

第
２

項
、

第
1
5
条

第
２

項
、

第
2
6
条

第
１

項
、

第
3
0
条

第
２

項
又

は
第

5
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
同

法
第

３
条

第
１

項
に

規
定

す
る

新
法

信
託

と
さ

れ
た

信
託

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
新

法
信

託
」

と
い

う
。

）
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

効
力

が
生

じ
た

信
託

（
遺

言
に

よ
っ

て
さ

れ
た

信
託

に
あ

っ
て

は
同

日
前

に
遺

言
が

さ
れ

た
も

の
を

含
み

、
新

法
信

託
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
除

く
。

）
に

つ
い

て
は

、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
１

 
こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
規

定
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

(
1
)
 
第

１
条

中
栃

木
県

県
税

条
例

第
1
9
条

の
改

正
規

定
及

び
第

２
条

の
規

定
 

令
和

８
年

４
月

１
日

 

(
2
)
 
第

１
条

中
栃

木
県

県
税

条
例

第
2
1
条

の
２

の
改

正
規

定
及

び
次

項
の

規
定

 
令

和
９

年
１

月
１

日
 

 
 

 
附
 

則
 

第
３

条
 
略

 

２
 

８
年

新
条

例
第

5
4
条

第
１

項
第

１
号

イ
（

８
年

新
条

例
附

則
第

2
3
条

の
３

の
規

定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

で
資

本
金

の
額

若
し

く
は

出
資

金
の

額
が

１
億

円
以

下
の

も
の

若
し

く
は

同
号

イ
に

規
定

す
る

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

で
資

本
若

し
く

は
出

資
を

有
し

な
い

も
の

又
は

前
事

業
年

度
に

こ
の

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
法

人
（

８
年

新
条

例
第
5
4
条

第
１

項
第

１
号

イ
（

８
年

新
条

例
附

則
第

2
3
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

除
く

。
）

に
規

定
す

る
所

得
等

課
税

法
人

以
外

の
法

人
で

資
本

金
の

額
若

し
く

は
出

資
金

の
額

が
１

億
円

以
下

の
も

の
又

は
同

号
イ

に
規

定
す

る
所

得
等

課
税

法
人

以
外

の
法

人
で

資
本

若
し

く
は

出
資

を
有

し
な

い
も

の
に

限

る
。

）
の
う

ち
同

号
イ

(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
法

人
に

該
当

す
る

も
の

が
行

う
事

業

に
対

す
る

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

９
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
開

始
す

る
各

事
業

年
度

分
の

事
業

税
に

つ
い

て
８

年
新

条
例

第
5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す

べ
き

事
業

税
額

（
以

下
「

令
和

８
年

度
分

基
準

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

が
、

当
該

法
人

が
行

う
事

業
に

対
す

る
当

該
事

業
年

度
の

事
業

税
に

つ
い

て
当

該
法

人
を

同
号

イ
に

掲
げ

る
法

人
と

み
な

し
た

場
合

に
８

年
新

条
例

第
5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申

告
納

付
す

べ
き

事
業

税
額

（
以

下
「

比
較

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
超

え
る

金
額

の
３

分
の

２
に

相
当

す
る

金
額

（
当

該
金

額
に

1
0
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
場

合
又

は
当

該
金

額
の

全
額

が
1
0
0
円

未
満

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

端
数

金
額

又
は

当
該

全
額

を
切

り
上

げ
た

金
額

）
は

、
令

和
８

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
か

ら
控

除
す

る
も

の
と

し
、

当
該

法
人

が
行

う
事

業
に

対
す

る
令

和
９

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
開

始
す

る
各

事
業

年
度

分

の
事

業
税

に
つ

い
て

８
年

新
条

例
第

5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す
べ

き
事

業
税

額
（

以
下

「
令

和
９

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
」

と
い

う
。

）
が

、
比

較
法

人
事

業
税

額
を

超
え

る
場

合
に

は
、

当
該

超
え

る
金

額
の

３
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額

（
当

該
金

額
に

1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

又
は

当
該

金
額

の
全

額
が

1
0
0
円

未

満
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
端

数
金

額
又

は
当

該
全

額
を

切
り

上
げ

た
金

額
）

は
、

令
和

９
年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
か

ら
控

除
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

第
３

条
 

略
 

２
 

８
年

新
条

例
第

5
4
条

第
１

項
第

１
号

イ
（

８
年

新
条

例
附

則
第

2
3
条

の
３

の
規

定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

で
資

本
金

の
額

若
し

く
は

出
資

金
の

額
が

１
億

円
以

下
の

も
の

又
は

あ
あ

同
号

イ
に

規
定

す
る

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

で
資

本
若

し
く

は
出

資
を

有
し

な
い

も
の

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

う
ち

同
号

イ
(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
法

人
に

該
当

す
る

も
の

が
行

う
事

業

に
対

す
る

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

９
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
開

始
す

る
各

事
業

年
度

分
の

事
業

税
に

つ
い

て
８

年
新

条
例

第
5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す

べ
き

事
業

税
額

（
以

下
「

令
和

８
年

度
分

基
準

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

が
、

当
該

法
人

が
行

う
事

業
に

対
す

る
当

該
事

業
年

度
の

事
業

税
に

つ
い

て
当

該
法

人
を

同
号

イ
に

掲
げ

る
法

人
と

み
な

し
た

場
合

に
８

年
新

条
例

第
5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申

告
納

付
す

べ
き

事
業

税
額

（
以

下
「

比
較

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
超

え
る

金
額

の
３

分
の

２
に

相
当

す
る

金
額

（
当

該
金

額
に

1
0
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
場

合
又

は
当

該
金

額
の

全
額

が
1
0
0
円

未
満

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

端
数

金
額

又
は

当
該

全
額

を
切

り
上

げ
た

金
額

）
は

、
令

和
８

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
か

ら
控

除
す

る
も

の
と

し
、

当
該

法
人

が
行

う
事

業
に

対
す

る
令

和
９

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
開

始
す

る
各

事
業

年
度

分

の
事

業
税

に
つ

い
て

８
年

新
条

例
第

5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す
べ

き
事

業
税

額
（

以
下

「
令

和
９

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
」

と
い

う
。

）
が

、
比

較
法

人
事

業
税

額
を

超
え

る
場

合
に

は
、

当
該

超
え

る
金

額
の

３
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額

（
当

該
金

額
に

1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

又
は

当
該

金
額

の
全

額
が

1
0
0
円

未

満
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
端

数
金

額
又

は
当

該
全

額
を

切
り

上
げ

た
金

額
）

は
、

令
和

９
年

度
分

基
準

法
人

事
業

税
額

か
ら

控
除

す
る

も
の

と
す

る
。
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附
 

則
 

 
１

 
こ
の

条
例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

規
定

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

(
1
)
 
第

１
条

中
栃

木
県

県
税

条
例

第
1
9
条

の
改

正
規

定
及

び
第

２
条

の
規

定
 

令
和

８
年

４
月

１
日

 

(
2
)
 
第

１
条

中
栃

木
県

県
税

条
例

第
2
1
条

の
２

の
改

正
規

定
及

び
次

項
の

規
定

 
令

和
９

年
１

月
１

日
 

 
 

 
附
 

則
 

第
３

条
 
略

 

２
 

８
年

新
条

例
第

5
4
条

第
１

項
第

１
号

イ
（

８
年

新
条

例
附

則
第

2
3
条

の
３

の
規

定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

で
資

本
金

の
額

若
し

く
は

出
資

金
の

額
が

１
億

円
以

下
の

も
の

若
し

く
は

同
号

イ
に

規
定

す
る

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

で
資

本
若

し
く

は
出

資
を

有
し

な
い

も
の

又
は

前
事

業
年

度
に

こ
の

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
法

人
（

８
年

新
条

例
第
5
4
条

第
１

項
第

１
号

イ
（

８
年

新
条

例
附

則
第

2
3
条

の
３

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
す

る
場

合
を

除
く

。
）

に
規

定
す

る
所

得
等

課
税

法
人

以
外

の
法

人
で

資
本

金
の

額
若

し
く

は
出

資
金

の
額

が
１

億
円

以
下

の
も

の
又

は
同

号
イ

に
規

定
す

る
所

得
等

課
税

法
人

以
外

の
法

人
で

資
本

若
し

く
は

出
資

を
有

し
な

い
も

の
に

限

る
。

）
の
う

ち
同

号
イ

(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
法

人
に

該
当

す
る

も
の

が
行

う
事

業

に
対

す
る

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

９
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
開

始
す

る
各

事
業

年
度

分
の

事
業

税
に

つ
い

て
８

年
新

条
例

第
5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す

べ
き

事
業

税
額

（
以

下
「

令
和

８
年

度
分

基
準

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

が
、

当
該

法
人

が
行

う
事

業
に

対
す

る
当

該
事

業
年

度
の

事
業

税
に

つ
い

て
当

該
法

人
を

同
号

イ
に

掲
げ

る
法

人
と

み
な

し
た

場
合

に
８

年
新

条
例

第
5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申

告
納

付
す

べ
き

事
業

税
額

（
以

下
「

比
較

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
超

え
る

金
額

の
３

分
の

２
に

相
当

す
る

金
額

（
当

該
金

額
に

1
0
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
場

合
又

は
当

該
金

額
の

全
額

が
1
0
0
円

未
満

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

端
数

金
額

又
は

当
該

全
額

を
切

り
上

げ
た

金
額

）
は

、
令

和
８

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
か

ら
控

除
す

る
も

の
と

し
、

当
該

法
人

が
行

う
事

業
に

対
す

る
令

和
９

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
開

始
す

る
各

事
業

年
度

分

の
事

業
税

に
つ

い
て

８
年

新
条

例
第

5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す
べ

き
事

業
税

額
（

以
下

「
令

和
９

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
」

と
い

う
。

）
が

、
比

較
法

人
事

業
税

額
を

超
え

る
場

合
に

は
、

当
該

超
え

る
金

額
の

３
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額

（
当

該
金

額
に

1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

又
は

当
該

金
額

の
全

額
が

1
0
0
円

未

満
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
端

数
金

額
又

は
当

該
全

額
を

切
り

上
げ

た
金

額
）

は
、

令
和

９
年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
か

ら
控

除
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

第
３

条
 

略
 

２
 

８
年

新
条

例
第

5
4
条

第
１

項
第

１
号

イ
（

８
年

新
条

例
附

則
第

2
3
条

の
３

の
規

定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

で
資

本
金

の
額

若
し

く
は

出
資

金
の

額
が

１
億

円
以

下
の

も
の

又
は

あ
あ

同
号

イ
に

規
定

す
る

所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人

で
資

本
若

し
く

は
出

資
を

有
し

な
い

も
の

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

う
ち

同
号

イ
(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
法

人
に

該
当

す
る

も
の

が
行

う
事

業

に
対

す
る

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

９
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
開

始
す

る
各

事
業

年
度

分
の

事
業

税
に

つ
い

て
８

年
新

条
例

第
5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す

べ
き

事
業

税
額

（
以

下
「

令
和

８
年

度
分

基
準

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

が
、

当
該

法
人

が
行

う
事

業
に

対
す

る
当

該
事

業
年

度
の

事
業

税
に

つ
い

て
当

該
法

人
を

同
号

イ
に

掲
げ

る
法

人
と

み
な

し
た

場
合

に
８

年
新

条
例

第
5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申

告
納

付
す

べ
き

事
業

税
額

（
以

下
「

比
較

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
超

え
る

金
額

の
３

分
の

２
に

相
当

す
る

金
額

（
当

該
金

額
に

1
0
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
場

合
又

は
当

該
金

額
の

全
額

が
1
0
0
円

未
満

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

端
数

金
額

又
は

当
該

全
額

を
切

り
上

げ
た

金
額

）
は

、
令

和
８

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
か

ら
控

除
す

る
も

の
と

し
、

当
該

法
人

が
行

う
事

業
に

対
す

る
令

和
９

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
開

始
す

る
各

事
業

年
度

分

の
事

業
税

に
つ

い
て

８
年

新
条

例
第

5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す
べ

き
事

業
税

額
（

以
下

「
令

和
９

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
」

と
い

う
。

）
が

、
比

較
法

人
事

業
税

額
を

超
え

る
場

合
に

は
、

当
該

超
え

る
金

額
の

３
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額

（
当

該
金

額
に

1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

又
は

当
該

金
額

の
全

額
が

1
0
0
円

未

満
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
端

数
金

額
又

は
当

該
全

額
を

切
り

上
げ

た
金

額
）

は
、

令
和

９
年

度
分

基
準

法
人

事
業

税
額

か
ら

控
除

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

２
 

所
得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
６

年
法

律
第

８
号

）
附

則
第

３
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

県
税

条
例
第

2
1
条

の
２

（
第

３
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
３

号
中

「
も
の

」
と

あ
る

の
は

「
も

の
（

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（
令

和
６

年
法

律
第

８
号

）
附

則
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ
る

同
法

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
所

得
税

法
第

7
8
条

第
３

項
の
規

定
に

よ
り

特
定

寄
附

金
と

み
な

さ
れ

る
金

銭
の

う
ち

、
同

項
の

特
定

公
益

信
託

（
受

益
の

範
囲

が
県
内

に
限

ら
れ

る
も

の
に

限
る

。
）

の
信

託
財

産
と

す
る

た
め

に
支

出
し
た

も
の

を
含

む
。

）
」

と
す

る
。
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課
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栃
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条

例
第

3
2
号

 

 
 

 
 
栃

木
県

企
業

局
企

業
職

員
の

給
与

の
種

類
及

び
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

 
 

栃
木
県

企
業

局
企

業
職

員
の

給
与

の
種

類
及

び
基

準
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

4
1
年

栃
木

県
条

例
第

5
3
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
給

与
の
減

額
）

 

第
1
7
条

 
略

 

２
 

職
員

が
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
そ

の
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子

（
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

子
に

含
ま

れ
る

も
の

と
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

を
養

育
す

る
た

め
１

日
の

勤
務

時
間

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。

）
、

修
学

部
分

休
業

（
当

該
職

員
が

大
学

そ
の

他
管

理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指

定
す

る
教

育
施

設
に

お
け

る
修

学
の

た
め

、
２

年
を

超
え

な
い

期
間

中
、

１
週

間
の

勤
務

時
間

の
一

部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。

）
、

高
齢

者
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
当

該
職

員
に

係
る

定
年

退
職

日
（

職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県

条
例

第
2
9
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

か
ら

５
年

を
超

え
な

い
期

間
遡

っ
た

日
後

の
日

で
、

当
該

職
員

が
申

請
に

お
い

て
示

し
た

日
か

ら
そ

の
定

年
退

職
日

ま
で

の
期

間
中

、
１

週
間

の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
を

い
う

。
）

、
介

護
休

暇

（
当

該
職

員
が

配
偶

者
、

父
母

、
子

、
配

偶
者

の
父

母
そ

の
他

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事
が

指
定

す
る

者
で

、
負

傷
、

疾
病

、
老

齢
等

に
よ

り
管

理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指

定
す

る
期

間
に

わ
た

り
日

常
生

活
を

営
む

の
に

支
障

が
あ

る
も

の
（

以
下

「
要

介
護

者
」

と
い

う
。

）
の

介
護

を
す

る
た

め
、

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事

が
、

職
員

の
申

出
に

基
づ

き
、

要
介

護
者

の
各

々
が

当
該

介
護

を
必

要
と

す
る

一
の

（
給

与
の

減
額

）
 

第
1
7
条

 
略

 

２
 

職
員

が
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
そ

の
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子

（
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

子
に

含
ま

れ
る

も
の

と
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

を
養

育
す

る
た

め
１

日
の

勤
務

時
間

の
一

部
あ

あ
あ

あ
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。

）
、

修
学

部
分

休
業

（
当

該
職

員
が

大
学

そ
の

他
管

理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指

定
す

る
教

育
施

設
に

お
け

る
修

学
の

た
め

、
２

年
を

超
え

な
い

期
間

中
、

１
週

間
の

勤
務

時
間

の
一

部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。

）
、

高
齢

者
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
当

該
職

員
に

係
る

定
年

退
職

日
（

職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県

条
例

第
2
9
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

か
ら

５
年

を
超

え
な

い
期

間
遡

っ
た

日
後

の
日

で
、

当
該

職
員

が
申

請
に

お
い

て
示

し
た

日
か

ら
そ

の
定

年
退

職
日

ま
で

の
期

間
中

、
１

週
間

の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
を

い
う

。
）

、
介

護
休

暇

（
当

該
職

員
が

配
偶

者
、

父
母

、
子

、
配

偶
者

の
父

母
そ

の
他

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事
が

指
定

す
る

者
で

、
負

傷
、

疾
病

、
老

齢
等

に
よ

り
管

理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指

定
す

る
期

間
に

わ
た

り
日

常
生

活
を

営
む

の
に

支
障

が
あ

る
も

の
（

以
下

「
要

介
護

者
」

と
い

う
。

）
の

介
護

を
す

る
た

め
、

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事

が
、

職
員

の
申

出
に

基
づ

き
、

要
介

護
者

の
各

々
が

当
該

介
護

を
必

要
と

す
る

一
の
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条
例

 

 
 

栃
木
県

企
業
局

企
業

職
員

の
給

与
の

種
類

及
び

基
準

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
4
1
年

栃
木

県
条

例
第

5
3
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
給

与
の
減

額
）

 

第
1
7
条

 
略

 

２
 

職
員

が
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
そ

の
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子

（
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

子
に

含
ま

れ
る

も
の

と
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

を
養

育
す

る
た

め
１

日
の

勤
務

時
間

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。

）
、

修
学

部
分

休
業

（
当

該
職

員
が

大
学

そ
の

他
管

理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指

定
す

る
教

育
施

設
に

お
け

る
修

学
の

た
め

、
２

年
を

超
え

な
い

期
間

中
、

１
週

間
の

勤
務

時
間

の
一

部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。

）
、

高
齢

者
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
当

該
職

員
に

係
る

定
年

退
職

日
（

職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県

条
例

第
2
9
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

か
ら

５
年

を
超

え
な

い
期

間
遡

っ
た

日
後

の
日

で
、

当
該

職
員

が
申

請
に

お
い

て
示

し
た

日
か

ら
そ

の
定

年
退

職
日

ま
で

の
期

間
中

、
１

週
間

の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
を

い
う

。
）

、
介

護
休

暇

（
当

該
職

員
が

配
偶

者
、

父
母

、
子

、
配

偶
者

の
父

母
そ

の
他

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事
が

指
定

す
る

者
で

、
負

傷
、

疾
病

、
老

齢
等

に
よ

り
管

理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指

定
す

る
期

間
に

わ
た

り
日

常
生

活
を

営
む

の
に

支
障

が
あ

る
も

の
（

以
下

「
要

介
護

者
」

と
い

う
。

）
の

介
護

を
す

る
た

め
、

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事

が
、

職
員

の
申

出
に

基
づ

き
、

要
介

護
者

の
各

々
が

当
該

介
護

を
必

要
と

す
る

一
の

（
給

与
の

減
額

）
 

第
1
7
条

 
略

 

２
 

職
員

が
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
そ

の
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子

（
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

1
1
0
号

）
第

２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

子
に

含
ま

れ
る

も
の

と
さ

れ
る

者
を

含
む

。
）

を
養

育
す

る
た

め
１

日
の

勤
務

時
間

の
一

部
あ

あ
あ

あ
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。

）
、

修
学

部
分

休
業

（
当

該
職

員
が

大
学

そ
の

他
管

理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指

定
す

る
教

育
施

設
に

お
け

る
修

学
の

た
め

、
２

年
を

超
え

な
い

期
間

中
、

１
週

間
の

勤
務

時
間

の
一

部
に

つ
い

て
勤

務
し

な
い

こ
と

を
い

う
。

）
、

高
齢

者
部

分
休

業
（

当
該

職
員

が
当

該
職

員
に

係
る

定
年

退
職

日
（

職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
４

年
栃

木
県

条
例

第
2
9
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
定

年
退

職
日

を
い

う
。

以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

か
ら

５
年

を
超

え
な

い
期

間
遡

っ
た

日
後

の
日

で
、

当
該

職
員

が
申

請
に

お
い

て
示

し
た

日
か

ら
そ

の
定

年
退

職
日

ま
で

の
期

間
中

、
１

週
間

の
勤

務
時

間
の

一
部

に
つ

い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
を

い
う

。
）

、
介

護
休

暇

（
当

該
職

員
が

配
偶

者
、

父
母

、
子

、
配

偶
者

の
父

母
そ

の
他

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事
が

指
定

す
る

者
で

、
負

傷
、

疾
病

、
老

齢
等

に
よ

り
管

理
者

の
権

限
を

行
う

知
事

が
指

定
す

る
期

間
に

わ
た

り
日

常
生

活
を

営
む

の
に

支
障

が
あ

る
も

の
（

以
下

「
要

介
護

者
」

と
い

う
。

）
の

介
護

を
す

る
た

め
、

管
理

者
の

権
限

を
行

う
知

事

が
、

職
員

の
申

出
に

基
づ

き
、

要
介

護
者

の
各
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が

当
該

介
護

を
必

要
と

す
る
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こ
の

条
例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
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続

す
る

状
態

ご
と

に
、

３
回

を
超

え
ず

、
か

つ
、

通
算

し
て

６
月

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
指

定
す

る
期

間
（

以
下

「
指

定
期

間
」

と
い

う
。

）
内

に
お

い
て

勤
務

し
な

い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
け

る
休

暇
を

い
う

。
）

又
は

介
護

時
間

（
当

該
職

員
が

要
介

護
者

の
介

護
を

す
る

た
め

、
要

介
護

者
の

各
々

が
当

該
介

護
を

必
要

と
す

る
一

の
継

続
す

る
状

態
ご

と
に

、
連

続
す

る
３

年
の

期
間

（
当

該
要

介
護

者
に

係
る

指
定

期
間

と
重

複
す

る
期

間
を

除
く

。
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日
の

勤
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あ
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と
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れ

る
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合
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休

暇
を
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う

。
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の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合

に
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
勤

務
し

な
い

１
時

間
に

つ
き

、
勤

務
１

時
間

当
た

り
の

給
与

額
を

減
額

し
て
給

与
を

支
給

す
る
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